
 

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置し、資金繰りや経営、経営

安定に必要な国や県の支援施策の活用に関する相談をお伺いしています。 

どんな内容の相談ができるの？ 

例えば以下の様なご相談をいただいております。 

飲食事業を展開。2月からの予約がキャンセル。従業員への給与支払い等資金繰りに不

安がある。 
 

資金繰りに関し、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度を

ご案内するとともに、各窓口をご案内。従業員給与関連では、雇用調整助成金の

特例をご案内。 

上記はあくまで一例です。 

まずは一度、相談窓口までご連絡ください。 

【開設時間】 

 8：30～17：15（月～金） 
【支援内容】 

（１）資金繰り安定化に係る金融斡旋、金融調整及び必要な事業計画策定 

（２）経営安定に必要な各種施策活用 

      （小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等）及び取引支援 
 

経営指導員が、中小企業・小規模事業者の皆様からの金融相談対応及び経営安定に
向けた支援に対応します。 
 

詳しくは経済産業省ＨＰ特設ページに掲載しております。 
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連で検索、 

または右の QR コードよりご確認ください。 

【お問い合わせ先】 
【 本 部 】 久米郡美咲町原田 1757-8 TEL：（0868）66-0033 FAX：（0868）66-0442 

【 旭 支 所 】 久米郡美咲町西川 828 TEL：（0867）27-2124 FAX：（0867）27-3631 

【柵原支所】 久米郡美咲町久木 210-9 TEL：（0868）62-0556 FAX：（0868）62-1540 

【久米南支所】 久米郡久米南町下弓削 341-7 TEL：（086）728-2829 FAX：（086）728-2470 

久 米 郡 商 工 会 
久米郡美咲町原田 1757-8 電話 0868-66-0033 FAX 0868-66-0442 


